
尼　崎　市

新 旧 対 照 表
組 織 改 正

平成２７年度



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

企画財政局 企画財政局

企画管理課 企画管理課

新設
市制１００周年記念
企画調整担当(課)

新設
市制１００周年記念
事業担当(課)

政策部 政策部

政策課 政策課

廃止
市制１００周年
記念担当(課)

市制１００周年に関する総
合調整、進捗管理、各種会
議及び各種周知業務等

市制１００周年に関する記
念式典、新規事業の検討、
記念事業に係る民間団体や
企業との調整及び記念商品
等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

企画財政局 企画財政局

政策部 政策部

政策課 政策課

まちづくり企画・ まちづくり企画・
調査担当(課) 調査担当(課)

(平成2６年１１月設置）
まちづくり まちづくり
調整担当(課) 調整担当(課)

名称変更
行財政改革部 行財政推進部

名称変更
行財政改革課 行財政推進課

聖トマス大学の跡地活用等

施政方針、政策調整、行財
政改革、財政計画、予算編
成方針、施策評価、事務事
業評価、指定管理等

市長公約の総合調整、市長
sミーティング、キャラバ
ン、権限委譲、市長会・副
市長会、総合教育会議、
ソーシャルビジネスの推進
等

総合計画全般の進捗管理、
都市問題の調査及び研究、
交通政策、市の境界・行政
区画、市町村まち・ひと・
しごと創生総合戦略、立地
適正化計画等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

総務局 総務局

企画管理課 企画管理課

情報化推進担当(部) 情報化推進担当(部)

情報政策課 情報政策課

新設

情報統計担当(課) 情報統計担当(課)

人事管理部 人事管理部

人事課 人事課

新設
人材育成担当(課)

行政管理課 行政管理課

情報活用・公開担
当(課)

情報化に係る施策の企画・調
整、情報処理機器を活用した
業務の総合調整、電子計算業
務の企画並びにシステムの開
発・管理等

情報公開制度・個人情報保護
制度の運用、マイナンバー制
度に係る進行管理等

人事管理事務の総合調整、職
員の任用・退職・配置、職員
の服務及び処分等

職員の勤務成績の評定、職員
の表彰、職員の人材育成の推
進、職員研修の企画及び実施
等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

資産統括局 資産統括局

資産経営部 資産経営部

公有財産課 公有財産課

新設

公営事業所 公営事業所

経営企画課 経営企画課

開催運営課 開催運営課

名称変更
施設警備課 施設管理課

事務事業の総合企画及び連絡
調整、労務管理、地方公営企
業法に係る事務等

開催計画及び実施、広報・宣
伝・ファンサービス、投票業
務、警備業務、周辺対策業
務、苦情処理、広域発売等

事業施設の管理及び整備、施
設整備基本計画の策定等

公共施設担当(課)

大規模市有地
活用担当(課)

公共施設の最適化、旧梅香小
学校敷地の複合施設、本庁舎
のあり方など

尼崎東高校の跡地活用、大庄
西中学校跡地活用、適正規
模・適正配置計画により廃止
となる学校の跡地活用など

公共施設担当(課)

保全担当(課)保全担当(課)
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

市民協働局 市民協働局

企画管理課 企画管理課

新設
協働人権担当(部)

協働・男女参画課 協働・男女参画課

市民活動推進担当 市民活動推進担当
(課) (課)

人権課

中央地域振興 中央地域振興
センター センター

小田地域振興 小田地域振興
センター センター

大庄地域振興 大庄地域振興
センター センター

立花地域振興 立花地域振興
センター センター

武庫地域振興 武庫地域振興
センター センター

園田地域振興 園田地域振興
センター センター

廃止
人権担当(部)

人権課

廃止
総合センター担当

※各総合センター含む

(課)

人権問題、国際化、総合セン
ターとの連絡及び調整、尼崎
人権啓発協会との連絡及び調
整など

※各総合センター含む
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

市民協働局 市民協働局

市民サービス部 市民サービス部

名称変更

JR・阪神尼崎
サービスセンター
担当(課)

マイナンバーカー
ド普及担当(課)

マイナンバーカードの交付及
び普及啓発に係る事務、市民
サービス部におけるマイナン
バー制度のシステム構築、住
民票の写し等のコンビニ交付
及び自動交付機の導入に係る
事務等

市民課

JR・阪神尼崎
サービスセンター
担当(課)

窓口担当(課) 窓口担当(課)

市民課

システム担当(課)
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

健康福祉局 健康福祉局

企画管理課 企画管理課

新設
保健福祉推進担当(部)

福祉部 福祉部

福祉課 福祉課

障害福祉課 障害福祉課

障害者自立支援 障害者自立支援
事業担当(課) 事業担当(課)

廃止
障害者自立支援
制度担当(課)

高齢介護課 高齢介護課

新設
包括支援担当(課)

介護保険事業担当 介護保険事業担当
(課) (課)

福祉医療課 福祉医療課

高齢者保健福祉計画、介護保
険事業計画、特別養護老人
ホーム等各種高齢者施設の整
備促進、介護保険制度に係る
調査及び統計等

地域包括ケアシステムの構
築、基幹型支援センター、地
域包括支援センター等

局の行政の企画・立案・調
整・人事及び給与、局の予
算・決算、局の施設の新築・
増改築及び修繕工事の調整、
（仮称）保健福祉センターの
機能等に関する企画・調整等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

健康福祉局 健康福祉局

福祉事務所 福祉事務所

保護課 保護課

保護面接相談担当 保護面接相談担当
(課) (課)

保護第１担当(課) 保護第１担当(課)

保護第２担当(課) 保護第２担当(課)

新設
保護第３担当(課)

生活支援相談課 生活支援相談課

(平成2６年１１月設置） 名称変更
生活困窮者自立支
援制度準備担当
(課)

生活困窮者自立支
援担当(課)

生活困窮者自立支援制度に係
る業務

生活保護、行旅病人及び行旅
死亡人、要援護者の調査及び
指導等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

こども青少年局 こども青少年局

企画管理課 企画管理課

名称変更

保育担当(部) 保育担当(部)

名称変更

名称変更

廃止
子ども・子育て支援
制度準備室

廃止

廃止
子ども・子育て支
援制度システム調
整担当(課)

子ども・子育て支
援制度準備担当
(課)

子ども・子育て支援新制度に
係る施設への入所に伴う相
談・受付などの利用者支援等

保育計画担当(課)

保育指導担当(課)

保育計画担当(課)

入所担当(課)

保育指導担当(課)

認可担当(課)

こども入所支援担
当(課)

こども家庭支援課

保育所・認定こども園（保育
所型を除く）・地域型保育事
業に係る施設に関する保育施
策の企画調整、施設整備計
画、各種補助制度、(仮称）保
育施設等選定委員会等

市立保育所の人事・給与・連
絡、保育所運営費等の支出、
保育費用の徴収、施設型給付
費、地域型保育給付費等

こども家庭支援課

保育課保育課

保育施策推進担当
(課)

計画調整課 こども政策課
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

都市整備局 都市整備局

企画管理課 企画管理課

市街地整備課

戸ノ内開発事務所

都市計画部 都市計画部

市街地整備課

戸ノ内開発事務所

建築指導課 建築指導課

新設
建築安全担当(課)

防災担当局
生活安全課から
老朽危険空き家対策
に関する事務を移管

違反建築物、防災査察、建築
物安全安心実施計画の推進、
耐震改修促進計画、簡易耐震
診断、アスベスト対策補助、
建築リサイクル法、老朽危険
空き家対策関係等

建築確認申請関係、指定確認
検査機関、建築許可・認定、
建築行政に係る調査・統計、
省エネ法関係等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

都市整備局 都市整備局

土木部 土木部

名称変更

河港・２１世紀 河港課
の森推進課

廃止 新設
公園課 公園維持課

廃止 新設
公園計画推進担当
(課)

公園計画・２１世
紀の森担当(課)

河川・水路の維持管理及び整
備等

公園及び子ども広場の維持管
理等

公園等の整備計画、都市計画
公園・緑地の計画及び決定、
公園緑地審議会、尼崎２１世
紀の森構想、尼崎運河再生プ
ロジェクト等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

教育委員会事務局 教育委員会事務局

学校教育部 学校教育部

学務課 学務課

学校教育課 学校教育課

廃止
高校教育担当(課)

廃止 新設
生徒指導・特別 生徒指導担当(課)
支援担当(課)

新設
教育相談・特別
支援担当(課)

学校保健課 学校保健課

教育総合センター 教育総合センター 教育情報の収集・整理・提
供、教職員その他教育関係者
の研修及び研究助成、情報教
育に関する調査及び研究等

学校教育に係る計画・研究・
指導等、教科書の採択、校外
行事、教育奨励金、市立高等
学校教育審議会等

生徒指導に係る計画・研究・
指導等、児童及び生徒の問題
行動対策、長期欠席児童及び
生徒の指導対策等

特別支援教育の振興に係る企
画・調査・研究、特別支援教
育に係る指導・助言・調査・
研究等、障害児の就学指導、
教育相談等
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局 部 課
係担当
事業所 局 部 課

係担当
事業所 局 部 課

係担当
事業所

市長部局 9 26 124 38 9 26 129 28 5△ 10

議会事務局 1 3 1 3

教育委員会事務局 1 5 18 7 1 5 18 7

行政委員会(教育除く) 2 2 2 2

消防局 1 8 6 1 8 6

水道局 1 2 10 1 2 10

交通局 1 3 1 1 3 1

合　計 14 35 168 52 14 35 173 42 5△ 10

現行（Ｈ２６．４．１） 改正（Ｈ２７．４．１） 増　　減

組織数増減比較表（担当局・担当部・担当課を含む）
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